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歴史的風土部会における検討方向について 
 

１．歴史的風土部会における検討課題 

平成 26 年２月、国土交通大臣より社会資本整備審議会に「明日香村における歴史的風

土の保存の推進など、今後の古都保存行政のあり方はいかにあるべきか。」について諮問。

諮問事項に係る検討課題は、次の２点がある。 

① 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等の推進のための方策 

② 今後の古都保存行政のあり方 

 

２．明日香村に係る検討について 

２－１．検討事項及び審議経過 

明日香法に基づく第４次明日香村整備計画（平成 22～31 年度）に基づき、所要の取組

みが進められているところであるが、明日香村を巡る社会情勢の変化や同計画の進捗状

況、「明日香村歴史的風土創造的活用事業交付金」における予算措置が平成 22～26 年度

までの５年間であること等を踏まえ、今後のあり方や方向性等について検討する必要が

あり、平成 26 年３月に明日香村小委員会を設置して同年５月から４回にわたる審議を行

い、同年 12 月に歴史的風土部会報告を取りまとめた。 

 

２－２．検討結果（歴史的風土部会報告の要点） 

・明日香村歴史的風土創造的活用事業交付金による支援の継続・拡充（平成27～31年度） 

・第４次明日香村整備計画に基づく取組みの方向性の継続（平成 27～31 年度） 

・平成 32 年度以降に向けた将来的な方向性に係る検討の継続（今後継続） 

 

３．今後の古都保存行政のあり方について 

３－１．検討事項  

京都市、奈良市、鎌倉市等の古都においては、昭和 41 年に制定された「古都における

歴史的風土の保存に関する特別措置法」に基づき、歴史的風土保存区域の指定、歴史的

風土保存計画の決定が順次行われ、保存区域内における枢要な地域については歴史的風

土特別保存地区の決定により、一定の行為の制限による凍結的な保存が行われるととも

に、土地の買入れ、保存のための施設整備など的確な対応がなされてきたところである。 

今般、古都の歴史的風土を構成する樹林地等における自然的環境の変化や維持管理に

おける担い手確保等の問題が大きな課題となってきており、こうした情勢を踏まえ、歴

史的風土保存計画の検討など今後の古都保存行政のあり方について、ご検討をお願いし

たい。 

また、古都保存行政の理念の全国展開の成果として、平成 20 年に制定された「地域に

おける歴史的風致の維持及び向上に関する法律」に基づく取組みについて、法律の施行

から５年が経過したことを踏まえ、成果の共有及び景観や観光などの関連施策との連携

を含む新たな展開など、今後の方向性について、ご検討をお願いしたい。 

３－２．検討の進め方 

「古都保存のあり方検討小委員会」（平成 27 年７月 29 日設置）にて検討 

 

４．参考 

２－２と３－２の検討をもって諮問に対する答申とさせていただく予定。 



M-CRBKRK
テキストボックス
a





明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等の推進のため

の方策について検討

歴史的風土部会における検討方向について

明日香村における歴史的風土の保存の推進など、今後の古都保存行政のあり方は
いかにあるべきか。

諮問事項

検討①：明日香村に係る検討

検討②：今後の古都保存行政のあり方

・現在、明日香法に基づく第４次明日香村整備計画（平成２２～３１年度）に基づく取組みが進行中。

・明日香村を巡る社会情勢の変化や同計画の進捗状況の確認が必要。

・『明日香村歴史的風土創造的活用事業交付金』は、平成２２～２６年度までの５年間の予算措置。

・歴史的風土を構成する樹林地等におけるマツ枯れ・ナラ枯れ等の自然的環境の変化が生じている。

・民間企業や地域住民・ＮＰＯなど、維持管理に係る新たな担い手の確保が必要。

・一方、古都保存行政の理念を継承した歴史まちづくり行政について、法律の施行から５年が経過した

ことを踏まえ、成果の共有、景観施策・観光施策との連携など、新たな展開が求められる。

自然的環境の変化や維持管理の担い手確保等の課題や景観など関連施策

との連携を踏まえた今後の古都保存行政のあり方について検討
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